


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ごあいさつ 

 

 

本市では，平成２２年３月に「常総市都市計画マスタープラン」

を策定し，都市づくりの目標である「“地域の創造力を実現する”ま

ちづくり」の実現に向け，これまでまちづくりを進めてまいりまし

た。その間，平成２３年３月東日本大震災や平成２７年９月関東・

東北豪雨による被災，急速に進行している少子高齢化に伴う人口減

少時代の到来，新型コロナウイルス感染症拡大によるライフスタイ

ルの変化等，本市を取り巻く環境が大きく変化しています。さらに

は，持続可能な社会の実現を目指す「ＳＤＧｓ」の基本目標のもと，

ＤＸやカーボンニュートラルに向けた取り組みの推進等，新しい時

代への対応がまちづくりにも求められるようになりました。 

また，首都圏中央連絡自動車道の開通を契機としたまちづくりであるアグリサイエンスバレー常総で

は常総インターチェンジ付近に企業立地が進み，また道の駅の開業による新たな賑わいが創出され，本

市の都市構造が大きく変わりました。 

このような社会情勢の変化に対応しながら市民の安心安全な生活環境を確保しつつ，将来に渡って発

展を続けるため，都市機能を集約したコンパクトなまちづくりと地域拠点間を結ぶネットワークの構築

を進める必要があります。 

そこで，本市の最上位計画であるじょうそう未来創生プランに将来都市像として掲げている「みんな

でつくるしあわせのまち じょうそう」を実現し，これからの社会情勢に適切かつ柔軟に対応するため，

令和６年度から令和２２年度までを計画期間とする「第二次常総市都市計画マスタープラン」を策定い

たしました。 

今後につきましては，まちづくりの方針を皆様と共有しながら，誰もが住みたい，住み続けたいと思

えるよう，また，企業立地の場所として選ばれる都市として本市ならではのまちづくりを推進してまい

りますので，引き続き一層のご理解，ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

結びに，本都市計画マスタープランの策定に際し，貴重なご意見，ご提言をいただきました市民の皆

様，都市計画マスタープラン策定委員会の皆様，また関係者の皆様方に心から感謝とお礼を申し上げま

す。 

 

 

 

令和６年３月 
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